
（平成２１年１２月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認富山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



富山国民年金 事案 127 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年１月から同年３月までの国民年金保

険料（付加保険料を含む）については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 61年１月から同年３月まで 
 

社会保険庁の記録では、昭和 60 年１月から同年３月までの国民年金保険

料が未納となっているが、国民年金保険料はＡ銀行Ｂ支店できちんと納付

してきたので未納期間は無いはずである。国民年金保険料（付加保険料を

含む）を納付していたことを認めてほしい。 

また、昭和 61 年１月から同年３月までの期間については、社会保険庁の

記録では付加保険料が未納となっているが、その前後の期間は付加保険料

を納付済みとなっており、この期間だけが未納とは考えられないので、付

加保険料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立期間は３か月と短期間であり、申立期間の前

後の期間は納付済期間となっている。 

また、申立人は昭和 36 年４月から国民年金に任意加入し、45 年 10 月から

は付加保険料を納付している上、申立期間以外には国民年金保険料の未納が

無いなど納付意識は高く、申立期間の国民年金保険料だけが未納となってい

ることは不自然である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとするＡ銀行Ｂ支

店は、申立人の自宅から徒歩圏内の場所にあり、申立人の主張する納付の状

況についても確認できた当時の状況と合致し、申立内容の全体を通じて申立

人の主張に矛盾はみられない。 



                      

  

一方、申立期間②については、社会保険事務所の国民年金被保険者台帳及

びＣ市の国民年金被保険者名簿により、申立人は、申立期間の国民年金保険

料（定額保険料）を昭和 61 年９月 10 日に過年度保険料として納付している

ことが確認できるが、付加保険料については、制度上、過年度納付をするこ

とができない。 

また、Ｄ県内では、申立期間当時、過年度保険料に係る納付書はすべて機

械からの出力により発行されており、機械による出力では、システム上、付

加保険料について過年度納付書が発行されることはなかったことが確認でき

る。 

さらに、申立人は、申立期間の付加保険料を納付した時期や納付書の書式

等について覚えておらず、申立人が申立期間において付加保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付をう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60 年１月から同年３月までの国民年金保険料（付加保険料を含む）を納

付していたものと認められる。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 266 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 13 年７月から 14 年１月までの期間に係る

厚生年金保険の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所へ届け出

た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該期間の標準報

酬月額を 13 年７月から同年９月までは 16 万円、同年 10 月から 14 年１月ま

では 15万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成９年８月から 11年１月 25日まで 

           ② 平成 11年１月 25日から 13年７月１日まで 

           ③ 平成 13年７月１日から 14年２月 26日まで 

           ④ 平成 14年２月 26日から同年５月まで 

平成９年８月にＡ社に正社員として入社した。同社が経営難になったと

き、給料を減額する説明があり、やむを得ず同意し、14 年５月まで同社で

勤務していた。 

しかし、申立期間①及び④について、厚生年金保険の被保険者になって

いないことに納得できない。 

また、申立期間②及び③について、平成 12 年４月から 13 年３月までの

振込記録のあるＢ銀行の普通預金通帳及び 13 年分給与所得の源泉徴収票に

より、Ａ社に勤務していたときに支給されていた給料は、同社が社会保険

事務所に届け出た金額以上なので、標準報酬月額を正しい額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③について、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（資格記

録）及び同回答票（訂正・取消済資格記録）において、申立人のＡ社におけ

る厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成 13 年７月から同年９月までは

16 万円、同年 10 月から 14 年１月までは 15 万円と記録されていたことが確

認できる。 



                      

  

しかし、申立人の平成 13年７月から 14年１月までの期間に係る標準報酬

月額の記録は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年２

月 26日より後の同年３月４日付けで、さかのぼって訂正されていることが確

認できる上、申立人と同様に、同僚５人の標準報酬月額の記録についても同

日付けでさかのぼって訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所

において、このような減額訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、当該標準報酬月額の訂正処理は有効なもの

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、平成 13 年７月から同年９月までは 16 万円、

同年 10月から 14年１月までは 15万円とすることが必要と認められる。 

２ 申立期間②について、申立人は実際の給与額よりも標準報酬月額が低い旨

を主張しているが、当該期間の標準報酬月額がさかのぼって訂正された形跡

はない上、申立人が提出した平成 13 年分給与所得の源泉徴収票に記載された

社会保険料等の控除額を基に算出した標準報酬月額は、社会保険庁の記録と

一致している。 

また、申立人は給与から控除されていた厚生年金保険料額を明確には記憶

していない上、申立人が主張する給与額に見合った厚生年金保険料額を事業

主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書、賃金台帳も

無い。 

これらを総合的に判断すると、当該期間について、申立人が主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

３ 申立期間①について、申立人は、申立期間において国民年金第３号被保険

者になっている上、その夫に係るＣ健康保険組合の健康保険資格喪失証明書

により、申立人の被扶養認定日(平成５年３月１日)及び削除日(11 年１月 25

日)が確認できるほか、当該削除日は、Ａ社における厚生年金保険の被保険者

資格取得日と同日となっていることから、申立期間において、申立人が同社

で厚生年金保険の被保険者資格を取得していたとは考え難い。 

また、申立人は、給与から厚生年金保険料が控除されていたことについて

覚えておらず、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されたことを確認で

きる資料もない。 

なお、Ａ社に係る被保険者縦覧照会回答票により、申立期間において申立

人の氏名は無く、整理番号に欠番も無いことが確認できる。 

申立期間④について、雇用保険受給資格者証及び被保険者台帳全記録トレ

ーラーにより、申立人の離職年月日(平成 14 年２月 25 日)及び離職票初回交

付日(14 年３月１日)が確認できる上、申立人は 14 年３月５日に求職の申込

みを行い、同年３月 12 日から４月１日まで基本手当を受給していることが確

認できることから、申立人はＡ社に係る厚生年金保険の被保険者資格を同年



                      

  

２月に喪失していたことを認識していたものと推認される。 

また、社会保険庁の記録上、Ａ社は平成 14 年２月 26 日に全喪しているこ

とが確認できる上、申立人自身が「平成 14 年２月末に退職した後は成功報酬

で仕事をしたが給与はもらえず、雇用保険の基本手当を同年４月５日に受給

した後、自分の健康保険被保険者証が必要だったので夫の健康保険の被扶養

者の手続を行った。」と証言している。 

さらに、申立人が、申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる資料も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 267 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年４月１日から 40年 10月１日まで 

② 昭和 41年４月１日から 42年４月１日まで 
 

Ａ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していた申立期間について、

社会保険庁の記録上、脱退手当金が支給済みとなっているが、このような

お金を請求した記憶も受け取った記憶も無いので、脱退手当金支給済みと

なっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

異なる番号で管理されている厚生年金保険加入期間について脱退手当金を

支給する場合には、番号の重複整理を行った上で支給することとなるが、申

立てに係る二つの厚生年金保険加入期間はそれぞれ異なる番号で管理されて

いたにもかかわらず、重複整理が行われていない。 

また、申立期間の脱退手当金は、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約１年８か月後の昭和 43年 12月 20日に支給決定されたこと

となっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

さらに、申立期間の脱退手当金は、前記のとおり、昭和 43年 12 月 20日に

支給されたこととなっているが、申立人がそれ以前の同年８月 23 日から国民

年金に任意加入し、国民年金保険料を納付していることを踏まえると、当時

脱退手当金を請求する意思を有していたとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 268 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年２月から同年 11月１日まで 
 

昭和 45 年２月にＡ社Ｂ支店Ｃ営業所に採用され、同年 11 月に同社Ｄ営

業所に異動し、46年９月に退職した。 

ところが、厚生年金保険の資格取得日が昭和 45 年 11 月１日となってお

り、Ａ社Ｂ支店Ｃ営業所に勤務していた期間の厚生年金保険加入記録が無

いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言により、申立人が申立期間においてＡ社Ｂ支店Ｃ営業所

に勤務していたことは確認できるが、同社は昭和 61 年 11 月に全喪している

上、申立人が厚生年金保険料を給与から控除されていたことを確認できる賃

金台帳等の資料が無いため、厚生年金保険料の控除の事実を確認できない。 

また、複数の同僚（３人）は、「私は、入社後、７か月から９か月経過し

てから厚生年金保険に加入している。厚生年金保険に加入していない期間は

試用期間だったと思う。」と証言しており、Ａ社Ｂ支店（Ｃ営業所及びＤ営

業所の従業員は同社Ｂ支店において厚生年金保険に加入）では、申立期間当

時、一定期間を経過してから従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いであ

った状況がうかがえる。 

さらに、Ｅ健康保険組合の記録でも、申立人は昭和 45 年 11 月１日から同

組合の健康保険に加入していることが確認できる。 

なお、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票でも、申立人

は申立期間において厚生年金保険の被保険者となっておらず、整理番号に欠

番も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 269（事案 31の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月から 32年６月まで 

② 昭和 37年９月から同年 11月まで 

③ 昭和 38年８月から 39年２月まで 

④ 昭和 48年５月から同年 11月まで 

⑤ 昭和 54年５月から同年 10月まで 
 

申立期間①について、Ａ社Ｂ工場で、同僚数名と三交代制で勤務してい

たことを覚えている。 

申立期間②について、Ｃ社で、金鋸を使って作業をしていたことを覚え

ている。 

申立期間③について、Ｄ社で、機械を使って作業をしていたことを覚え

ている。 

申立期間④について、Ｅ社で、機械を使って作業をしていたこと、及び

同僚にＦ氏がいたことを覚えている。 

申立期間⑤について、Ｇ社では、運転業務を行っていたこと、及び同僚

にＨ氏がいたことを覚えている。 

いずれの事業所でも、支給された給与から厚生年金保険料が控除されて

いたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、ⅰ）Ａ社（現在は、Ｉ社）に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿には、申立期間における整理番号の欠番が無く、申立人

の氏名は記載されていない、ⅱ）申立人は、同社を退職した際に厚生年金保

険の被保険者証を受け取り、次に就職したＪ社へ入社する際に提出したとし

ているが、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿により、申立人がＪ社



                      

  

で厚生年金保険の被保険者資格を取得した際に、新たな記号番号が払い出さ

れていることが確認できるなど、申立内容を裏付ける周辺事情も見当たらな

い等として、既に当委員会の決定に基づき、平成 20 年７月 30 日付けで年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は、厚生年金保険料の控除を示す周辺事情として、新

たに、Ａ社で元同僚（３人）と共に仕事をしていたと申し立てているが、そ

のうち２人から聴取したところ、同社が入社後１年から２年程度の試用期間

を設け、当該期間には厚生年金保険の被保険者資格を取得させていなかった

と証言しており、当該元同僚自身の厚生年金保険の被保険者記録を確認して

も、その証言が裏付けられることから、同社が、当時、入社後１年から２年

程度の試用期間を設けた後に厚生年金保険へ加入させていたと推認できる。 

また、申立人は、Ｊ社から新たに厚生年金保険被保険者証を発行していな

いとの証言を得たと申し立てているが、当委員会が同社から聴取しても、申

立人に係る資料は無く、厚生年金保険被保険者証が新たに発行されたか否か

も含めてすべて不明であるとしている。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないこと

から、申立人は、申立期間①において、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間②については、申立人がＣ社で勤務していたことを確認できる資

料が無い上、申立期間②において同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得

している元同僚４人から聴取しても、申立人の勤務期間及び勤務状況を特定

できる証言は得られない。 

また、申立人は、申立期間②において、既に交付されていた厚生年金保険

被保険者証をＣ社へ提出したこと、同社から厚生年金保険被保険者証の交付

を受けたこと、及び給与から控除されていた厚生年金保険料額を明確には記

憶していないなど、申立内容を裏付ける周辺事情も見当たらないほか、申立

人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認でき

る給与明細書、賃金台帳等の資料も無い。 

さらに、Ｃ社に係る社会保険庁のオンライン記録には、申立期間②におけ

る整理番号の欠番が無く、申立人の氏名は記載されていない。 

３ 申立期間③については、申立人が、Ｄ社（現在は、Ｋ社）で勤務していた

ことを確認できる資料が無い上、申立期間③において同社で厚生年金保険の

被保険者資格を取得している元同僚３人から聴取しても、申立人の勤務期間

及び勤務状況を特定できる証言は得られない。 

また、申立人は、申立期間③において、既に交付されていた厚生年金保険

被保険者証をＤ社へ提出したこと、同社から厚生年金保険被保険者証の交付

を受けたこと、及び給与から控除されていた厚生年金保険料額を明確には記

憶していないなど、申立内容を裏付ける周辺事情も見当たらないほか、申立

人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認でき

る給与明細書、賃金台帳等の資料も無い。 



                      

  

さらに、Ｋ社から提出された社会保険の被保険者資格の取得及び資格の喪

失に係る覚書並びにＤ社に係る社会保険庁のオンライン記録には、申立期間

③における整理番号の欠番が無く、申立人の氏名は記載されていない。 

４ 申立期間④については、Ｅ社に係る人事発令簿（正社員分及びパート社員

分）には申立人の氏名が記載されていないほか、雇用保険の記録でも、申立

人が、同社で被保険者資格を取得したことを確認できない等、申立人が同社

で勤務していたことを確認できる資料が無い上、申立期間④において同社で

厚生年金保険の被保険者資格を取得している元同僚３人から聴取しても、申

立人の勤務期間及び勤務状況を特定できる証言は得られない。 

また、申立人は、申立期間④において、既に交付されていた厚生年金保険

被保険者証をＥ社へ提出したこと、同社から厚生年金保険被保険者証の交付

を受けたこと、及び給与から控除されていた厚生年金保険料額を明確には記

憶していないなど、申立内容を裏付ける周辺事情も見当たらないほか、申立

人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認でき

る給与明細書、賃金台帳等の資料も無い。 

さらに、申立人がＥ社での元同僚とする者（１人）についても、申立人と

同様、同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることを確認できな

い。 

加えて、Ｅ社に係る社会保険庁のオンライン記録には、申立期間④におけ

る整理番号の欠番が無く、申立人の氏名は記載されていない。 

５ 申立期間⑤については、雇用保険の記録でも、申立人が、Ｇ社（現在は、

Ｌ社）で被保険者資格を取得したことを確認できないなど、申立人が同社で

勤務していたことを確認できる資料が無い上、申立期間⑤において同社で厚

生年金保険の被保険者資格を取得している元同僚３人から聴取しても、申立

人の勤務期間及び勤務状況を特定できる証言は得られない。 

また、申立人は、申立期間⑤において、既に交付されていた厚生年金保険

被保険者証をＧ社へ提出したこと、同社から厚生年金保険被保険者証の交付

を受けたこと、及び給与から控除されていた厚生年金保険料額を明確には記

憶していないなど、申立内容を裏付ける周辺事情も見当たらないほか、申立

人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認でき

る給与明細書、賃金台帳等の資料も無い。 

さらに、申立人がＧ社での元同僚とする者（１人）についても、申立人と

同様、同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることを確認できな

い。 

加えて、Ｇ社に係る社会保険庁のオンライン記録には、申立期間⑤におけ

る整理番号の欠番が無く、申立人の氏名は記載されていない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間②、③、④及び⑤

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月１日から 41年５月 21日まで 
 

社会保険事務所で年金記録を確認したところ、Ａ社で厚生年金保険に加

入していた昭和 36年４月１日から 41年５月 21日までの期間については、

脱退手当金として同年 10月７日に支給済みであるとの回答を受けた。 

脱退手当金を請求した覚えも、受け取った覚えも無いので、支給済みと

なっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 41 年５月 21 日の前

後２年以内に資格喪失した者のうち脱退手当金の支給記録が確認できる者は

申立人以外に 18 人いるが、そのうち４人については、被保険者資格の喪失日

と脱退手当金の支給日が共に同一日であること、及び支給記録が確認できる

者の中には、事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の供述をしている者が

いることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求がなされ

た可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りが無く、脱退手当金

の支給日が、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月

半後の昭和 41 年 10 月７日に支給決定がなされているほか、申立人及びその

元同僚で昭和 41 年度に脱退手当金の支給記録がある者 10 人全員について、

その健康保険厚生年金保険被保険者原票（マイクロフィルム）に係る処理内

容が同じであるなど、社会保険庁の一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失後、国民

年金の強制加入の対象者であったにもかかわらず加入手続を行っていないこ

とから、申立人が年金制度へ継続的に加入する意識が高かったとは考え難い

ほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を



                      

  

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 271 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年２月 23日から 37年 12月 28日まで 
 

昭和 34 年にＡ社へ入社し、工場で勤務した後、二交代制の勤務に就いた。 

昭和 37 年 12 月 28 日にＡ社を退職し、38 年１月＊日に結婚したが、そ

の翌日は外にも出られないような大雪で、その後約２週間にわたり公共交

通機関も満足に使えず、とても社会保険事務所へ行って脱退手当金を請求

できるような状況ではなかった。 

社会保険庁の記録上、申立期間について、脱退手当金が支給済みとなっ

ているが、このようなお金を受け取った記憶も無いので、脱退手当金支給

済みとなっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金の請求書類として提出された脱退手当金裁定請求書

には、戸籍の附票で確認できる申立人の当時の住所が記載されているほか、

同請求書には、昭和 38 年１月７日付けで申立てに係る事業所を管轄するＢ社

会保険事務所で受理されたことを示す印が押されているなど、その記載内容

等に不自然さはみられない。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りが無い上、Ｂ社会保

険事務所から提出された脱退手当金計算書（脱退手当金支給に係る裁定伺）

には、脱退手当金裁定請求書の受理から約２週間後の昭和 38 年１月 19 日に

支給決定の決裁を得て、同年１月 24 日に支払をした旨の公印が押されるなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 272 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月 20日から同年 10月８日まで 

    昭和 44年 12 月 20日付けでＡ社を退職するとき、同社Ｂ支店に勤務して

いた元同僚に脱退手当金の請求をしてもらった。 

Ａ社を退職してＣ市に住所を異動した昭和 45 年の２月か３月ごろに、同

社の厚生年金基金から現金書留で脱退手当金を受け取った記憶があるのに、

社会保険庁の記録では、同社を退職後にＣ市内で勤務したＤ社を含めた２

社分の脱退手当金が支給されていることになっている。 

Ａ社の期間については脱退手当金を受け取った覚えはあるが、Ｄ社の期

間については受け取った覚えは無いので、申立期間について脱退手当金を

受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社で勤務した期間の脱退手当金を、同社を退職する時に代理

請求し、現金書留によりＤ社に入社する前に受領したと主張しているが、申

立期間前に脱退手当金が支給されたことを示す記録は無い。 

また、Ａ社及び元同僚の証言により、同社から申立人に脱退手当金とほぼ

同額の退職金等が送付されたと推認される上、申立人が脱退手当金の支給手

続を依頼したとする元同僚は、申立人が退職する前に同社を退職しているこ

とが確認できることなどから、申立人の主張には不自然さがうかがえ、退職

金と脱退手当金を混同している可能性がある。 

   さらに、申立期間に係るＤ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、

脱退手当金を支給した旨が記載されている上、社会保険庁のオンライン記録

では、申立期間後にＡ社とＤ社の期間を基礎として脱退手当金が支給されて

おり、同一の被保険者記号番号で管理されているＡ社とＤ社の期間を支給期

間とした脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、脱退手当金は申立期間



                      

  

に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後の昭和 46 年４月 26

日に支給されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 273 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月１日から 59年４月１日まで 
 

夫は、昭和 24 年４月からＡ社で勤務し、59 年５月まで退職することな

く勤務していた。勤務している期間はほとんど休みなく働き、同社が倒産

した際には、取締役として、会社の借金の一部を肩代わりさせられた。 

申立期間当時の資料は無いものの、申立期間について、厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 
 

（注） 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、申立人が、昭和 24 年４月から 59 年５月まで退職すること

なくＡ社で勤務していたと主張している。 

しかし、雇用保険の記録により、ⅰ）申立人が、昭和 57 年９月 30 日に、

Ａ社を退職していること、及びⅱ）申立人が、同年 11 月２日に、公共職業安

定所で求職の申込みを行い、同年 12月９日から 58年９月 30日までの期間に

ついて、失業給付を受給していることが確認できる。 

また、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票（マイクロフィル

ム）により、ⅰ）申立人が、昭和 57年 10 月 18日に、申立期間に係る政府管

掌健康保険の健康保険被保険者証を返納していること、及びⅱ）申立人が自

身に係る健康保険の継続療養に係る給付を受給していることが確認できるこ

とから、申立人は、当時、自身が健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格

を喪失したことを認識していたと認められる。 

さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを確認できる給与明細書、賃金台帳等の資料が無い上、申立人の妻は、

給与から控除されていた厚生年金保険料の金額を明確には記憶していないな



                      

  

ど、申立人が、申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


